
定 例 会 議 令和８年度警察費当初予算案及び令和７年度 令和８年２月18日 

資 料 ２月補正予算案の概要について 会 計 課

１　令和８年度当初予算案の概要 

  (1)　物件費

  

 

 

 

 

 

  (2)　人件費

 　　　172億1,335万７千円（前年比＋６億8,976万２千円）

  (3)　主要事業等

 

 

　

　 

 　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２　令和７年度２月補正予算案の概要 

  　 予算額　△44,586千円

 　　（内訳）　・　人件費　 　　　　130,520千円

 　　　　　　　　　退職見込み者数の変更による増額等

 　　　　　　　・　その他物件費　 △175,106千円

 　　　　　　　　　入札結果による減額、執行見込みによる不用額の減額等

単位:千円

公安委員会費 警察本部費 施設整備費 活動費 交通安全施設整備費

422,330 1,368,106 1,025,350 1,450,572 1,231,294 5,497,652
428,907 1,266,172 1,767,803 1,410,697 1,214,828 6,088,407
▲ 6,577 101,934 ▲ 742,453 39,875 16,466 ▲ 590,755

合計

令和８年度(案)

令和７年度

差　引

警察総務費 警察活動費

　重点目標１

　総合的な犯罪抑止対策と子供・女性・高齢者等を守る取組の推進 223,411 千円

・ 特殊詐欺等被害防止に向けた資機材整備事業

・ 相談・人身安全関連業務等システムの警察共通基盤への移行事業　等

　重点目標２

　悪質・重要犯罪の検挙と組織犯罪対策の推進 677,008 千円

・ 刑事手続きのIT化に伴うタブレット端末等整備事業　等

・ 組織犯罪捜査支援装置の増強整備　　　等

　重点目標３

　交通事故から県民を守る対策の推進 1,527,106 千円

・ 自転車の交通反則通告制度適用に伴うマナーアップ事業

・ 道路標示等補修経費の拡充

・ 信号灯器LED化事業　　　　等

　重点目標４

　大規模災害やテロ等重大事案から県民を守る取組の推進 564,709 千円

・ よさこい高知文化祭2026開催に伴う警衛警備対策事業　等

　重点目標５

　県民の期待と信頼に応える警察活動の推進 2,505,418 千円

・ 地域警察官等に対する暑熱対策事業

・ 職員身上支援システムの整備

・ 奈半利駐在所新築移転事業　　　等
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定 例 会 議 
室 戸 警 察 署 新 庁 舎 の 完 成 に つ い て

 令和８年２月18日 

資 料 装 備 施 設 課

１　新庁舎の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２　新庁舎の特徴 

  (1)　市民の親しみやすさを兼ね備えながら機能性・プライバシーに配意した配置

  (2)　豊かな自然環境を活かしたエコ庁舎

  (3)　庇部や腰壁に県産材を使用した柔らかな雰囲気の内装

  (4)　停電時において約９日間（217時間）稼働可能な自家発電装置を設置

  (5)　身体障害者用駐車スペースをはじめ、一般来庁者用駐車枠を19台確保

 

３　今後の予定等 

  (1)　引渡し　　令和８年２月18日（水）

  (2)　業務開始　令和８年３月22日（日）

  (3)　落成式　　令和８年４月23日（木）

 

４　職員宿舎 

　　新庁舎東側に鉄筋コンクリート造３階建て（全６戸）を建設予定 

  (1)　工事関係

 　　　建築主体工事　2/26契約予定

  　　 電気設備工事　2/13開札　契約手続き中

 　　　機械設備工事　2/13開札　契約手続き中

  (2)　工期

 　　　330日間（令和９年春の定期異動までに完成・引渡し予定）

旧　　庁　　舎 新　　庁　　舎

新基準 耐震構造
７．９ｍ １８．４ｍ
９時間 ２１７時間（約９日）
2,300.90㎡ 3,158.94㎡
1,160.42㎡ 2,042.79㎡

１　　階 450.52㎡ 765.98㎡ 署長室・警務課・会庶課・地域課・総合窓口
２　　階 396.87㎡ 665.64㎡ 刑事生活安全課・交通課・警備課
３　　階 313.03㎡ 611.17㎡ 大会議室・柔道場・剣道場

146.9㎡ 　　　　184.43㎡

室　戸　警　察　署

耐震基準
海　　　抜
自家発電
敷地面積
延床面積

車　　庫　　棟
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定 例 会 議
令和７年下半期の苦情受理状況について

 令和７年２月18日

資 料 県民支援相談課

１　概況 

 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年

 下 半 期 件 数  24（３）  18（２）  ９（４）  19（９）  ７（２）  15（４）

 年 間 件 数  41（７）  36（６）  12（５）  38（14）  16（４）  19（５）

※(　)内は「非のある苦情」件数　 

 

２　所属別 

 本 高 高 高 室 安 南 土 佐 須 窪 中 宿  
     知 知           合　計
 部 知 南 東 戸 芸 国 佐 川 崎 川 村 毛

 令 和 ７ 年 下 半 期 ３ １ ２ １ ０ ０ ０ ３ １ ０ １ ２ １    15

 令 和 ６ 年 下 半 期 ０ ２ ３ ０ ０ １ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０    ７

 

３　部門別 

 　地域 生活安全 　刑事 　交通  その他  合　計

 令和７年下半期  ９（２）  ３（１）  ３（１）  ０（０）  ０（０）  15（４）

 令和６年下半期  ３（１）  １（０）  ２（１）  １（０）  ０（０）  ７（２）

※(　)内は「非のある苦情」件数 

 

４　態様別 

 執務の態様に関する苦情 言動に関する苦情 運転に関する苦情  合　計

 令 和 ７ 年 下 半 期 　 11（２）     ４（２）    ０（０）  15（４）

 令 和 ６ 年 下 半 期    ２（０）     ３（０）    ２（２）  ７（２）

※(　)内は「非のある苦情」件数 

  

　（令和７年下半期における「非のある苦情」の内容） 

　　・執務の態様に関する苦情　２件　 

　　　警察署への通報時の対応、交通取締方法　　 

 

　　・言動に関する苦情  ２件 

　　　110番通報受理時の言動、電話対応時の言動 

　　　　　　 

５　その他 

 ○　適切な苦情業務の推進について 
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定 例 会 議 
令和７年中の留置管理業務運用状況について

 令和８年２月18日 

資 料 留 置 管 理 課

１　被留置者の収容状況 

  

 

 

 

 

 

 

２　不服申立て制度の運用状況  ※(　)内は前年比 

 　○　審査の申請０件（±０件）

 　○　事実の申告０件（±０件）

 　○　苦情の申出54件（＋３件）

 　　※　内数

 　　　　本部長宛13件（－23件）

 　　　　監査官宛19件（＋11件）

 　　　　留置業務管理者宛22件（＋15件）

 

 

 

 

 

 

 

３　特異事案発生状況 

 　　被留置者の自殺や自傷、逃走の事案はなかった。
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定 例 会 議 
風 適 法 に 係 る 立 入 実 施 状 況 に つ い て

令和８年２月18日 

資 料 生活安全企画課

１　対象となる営業所　 

 (1)  風俗営業の営業所　 

 (2)  店舗型性風俗特殊営業の営業所　　  

(3)  無店舗型性風俗特殊営業の事務所、受付所又は待機所 

(4)　店舗型電話異性紹介営業の営業所 

(5)　特定遊興飲食店営業の営業所　 

(6)　酒類提供飲食店営業の営業所 

(7)　(1)～(6)のほか、設備を設けて客に飲食をさせる営業の営業所（深夜において

営業しているものに限る。） 

                

２　立入実施状況 

　　立入実施件数（のべ）　 118件（前年比＋69件） 

　　（内訳） 

　　　風俗営業　　　　　　　98件（前年比＋59件） 

　　　性風俗関連特殊営業　　２件（前年比－８件） 

　　　酒類提供飲食店営業　　18件（前年比＋18件） 

 

３　行政処分等の状況 

 (1)　違反が認められた営業所数（のべ）　53件（違反項目別：140件） 

　　ア　行政処分：33件 

　　　○　取消し　　１件 

　　　○　営業停止　２件 

　　　○　指示　　　30件 

    イ　行政指導：18件 

 (2)　無届廃業調査等 

　　　許可返納・廃止届出数　88件（実態調査実数　134件） 

                      

４　今後の活動 

 (1)　立入りによる指導等の継続 

 (2)  管理者講習等を通じた基本的な法的知識の習得支援 

 (3)  改正風適法の趣旨に沿った広報・啓発活動の実施 

資料５　


